
令和元年度 各会計決算

◎一般会計・特別会計決算総括
（単位:円）

◎企業会計決算総括
（単位:円）

○収益的収支 :（料金収入等）ｰ（サービスの提供に必要な経費）
○資本的収支 :（建設改良に充てる財源（国庫支出金、加入金等）－（建設改良費）
○各企業会計の資本的収支における不足額は、損益勘定留保資金や消費税資本的収支調整額などで補てんしています。
○企業会計決算金額は、消費税を含んだ額です。

296,242,963 352,535,876 △ 56,292,913合  計

水道事業
収益的収支 278,594,523 248,039,442 30,555,081
資本的収支 17,648,440 104,496,434 △ 86,847,994

32,373,060
宅地分譲事業 8,440,435 8,440,435 0 0 0

Ｄの翌年度へ繰越すべき財源は、令和元年度の事業のうち工事の遅れなどによって令和2年度に繰り越して行う事業に充て
る財源で、令和2年度の事業として使途が決まっているため、この繰り越すべき財源を控除したものが実質収支となりま
す。

会 計 名 区分 収入 支出 差引額

合  計 14,926,050,849 13,943,691,002 982,359,847 506,005,226 476,354,621

特
別
会
計

小  計 3,397,280,712 3,364,907,652 32,373,060

0
簡易水道事業 60,882,691 60,882,691 0 0 0

集落排水事業 244,503,157 244,503,157 0 0 0
公共下水道事業 693,876,664 693,876,664 0 0

21,805,994

10,567,066
国民健康保険診療所 104,371,422 104,371,422 0 0 0

国民健康保険 1,076,043,546 1,065,476,480 10,567,066 0

後期高齢者医療 124,858,489 124,858,489 0 0

0

Ｃ－Ｄ
一般会計 11,528,770,137 10,578,783,350 949,986,787 506,005,226 443,981,561

会 計 名
歳入決算額 歳出決算額 差引額 翌年度へ繰越すべき財源 実質収支

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｄ

0
介護保険 1,084,304,308 1,062,498,314 21,805,994 0



■一般会計歳入決算
（単位:円）

○自主財源:
町が自主的に収入している
財源のことで、町税や使用
料・手数料などがこれに当
たります。自主財源の割合
が高いほど行政活動の自主
性や財政基盤の安定性が確
保されます。

○依存財源:
国や県から交付される財源
のことで、国庫支出金や地
方交付税などがこれに当た
ります。

交通安全対策特別交付金 713,000 739,000 △ 26,000
歳入合計 11,528,770,137 11,884,250,126 △ 355,479,989

国に納められた消費税や自動車取得税
などの税金等のうち、町に配分される

交付金など

地方譲与税 52,591,338 49,889,667 2,701,671
利子割交付金 1,223,000

自動車取得税交付金 10,270,259 17,213,000 △ 6,942,741
地方特例交付金 48,534,000 5,588,000 42,946,000

地方消費税交付金 186,742,000 195,153,000 △ 8,411,000
ゴルフ場利用税交付金 33,600 33,180 420

配当割交付金 6,722,000 5,167,000 1,555,000
株式等譲渡所得割交付金 3,768,000 4,468,000 △ 700,000

2,709,000 △ 1,486,000
依
存
財
源

地 方 交 付 税 11,961,000 56,878,000 △ 44,917,000  財源不足を補うために国から交付される税
国 庫 支 出 金 2,827,095,639 2,680,438,572 146,657,067 町の行う行政サービスのために交付さ

れる交付金など県   支     出   金 2,103,547,906 2,050,066,795 53,481,111
町               債 171,600,000 124,300,000 47,300,000 行政運営のために借り入れた借金
そ の 他 依 存 財 源 310,597,197 280,959,847 29,637,350

繰越金 845,257,637 735,724,044 109,533,593 昨年度の余剰金
繰入金 117,806,102 420,659,614 △ 302,853,512 預金の取り崩し

481,463,603 701,947,271 △ 220,483,668 保育料やゴミ袋代など
使用料及び手数料 49,895,692 52,743,939 △ 2,848,247

寄付金 31,605,530 28,593,000 3,012,530 ふるさと納税など

預金利子や貸付元利収入など
そ の 他 自 主 財 源 1,567,990,651 1,988,851,303 △ 420,860,652自

主
財
源

町                税 3,929,817,068 3,934,762,241 △ 4,945,173 納めていただいた町税
諸       収       入 606,160,676 767,993,368 △ 161,832,692

施設使用料、証明書手数料など
財産収入 41,962,087 49,183,435 △ 7,221,348 貸付売払収入、基金利子など

分担金及び負担金

内  訳 令和元年度 平成30年度 対前年度増減額 内  容
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■一般会計歳出決算
（単位:円）

諸支出金 1,614,435 1,493,498 120,937 宅地分譲事業会計への繰出金
歳出合計 10,578,783,350 11,038,992,489 △ 460,209,139

災害復旧費 6,980,800 53,603,920 △ 46,623,120 農地・道路などの災害復旧事業
公債費 275,724,663 322,457,396 △ 46,732,733 借入金返済

消防費 413,315,064 332,833,580 80,481,484 若狭消防組合経費など
教育費 867,631,930 1,147,431,690 △ 279,799,760 小中学校運営費、学校給食事業など

商工費 413,216,837 468,303,436 △ 55,086,599 観光振興事業・まちの駅運営など
土木費 2,409,146,890 2,309,550,625 99,596,265 道路・橋梁工事など

労働費 43,431,099 43,007,292 423,807 勤労者・就業者資金貸付預託金など
農林水産業費 1,080,633,173 1,029,612,017 51,021,156 漁港・農道整備・獣害防止柵など

民生費 2,004,258,334 1,994,020,475 10,237,859 子ども手当・保育所運営など
衛生費 970,691,921 1,070,005,446 △ 99,313,525 ゴミ処理費など

議会費 95,052,489 98,648,264 △ 3,595,775 議員報酬・旅費など
総務費 1,997,085,715 2,168,024,850 △ 170,939,135 人件費・基金積立など

内  訳 令和元年度 平成30年度 対前年度増減額 内  容
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■町税収入の状況
（単位:円）

入湯税 0 0 0 温泉施設利用者から納めていただく税

合 計 3,929,817,068 3,934,762,241 △ 4,945,173

軽自動車税 32,413,300 30,177,700 2,235,600 軽自動車、現付バイクなどの所有者から納めていただく税

町たばこ税 107,683,966 103,558,694 4,125,272 喫煙者から納めていただく税

町民税 754,166,410 742,908,405 11,258,005 個人・法人から納めていただく税

固定資産税 3,035,553,392 3,058,117,442 △ 22,564,050 土地、家屋、償却資産の所有者から納めていただく税

内  訳 令和元年度 平成30年度 対前年度増減額 内  容
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